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誰もが働きやすい社会の実現に向け
働き方改革に取り組みましょう
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働き方改革に伴う法改正により、
主に以下の点が変更されています。

＜残業（時間外労働）の上限規制＞
現在まで建設業について残業時間の上限が法律で
は規制されていませんでしたが、令和６年４月１日
以降、建設業における残業時間は原則として月４５
時間、年３６０時間が上限となります。
※残業（１日８時間、週４０時間を超える労働）又は休日労働のある企
業においては、原則１年に１回、３６（サブロク）協定という書面を
労使で作成し労基署に提出する必要があります。

※上記上限時間を超えて労働させなければならない特別な事情がある
場合には「特別条項による協定」が別途必要となります。

※上記は「働き方改革」に伴う主な変更点であり、上記以外にも複数の
変更点がございます。詳細は最寄りの労基署にお問い合わせください。

＜年５日以上の年休取得義務化＞
現在、全ての企業において年１０日以上の年次有
給休暇が付与される労働者（主に正社員やフルタイ
ムパート等）に対して、年５日は年次有給休暇を取
得させる必要があります。

※上記年５日以上の年休取得については平成３１年４月１日から
義務化されています。

＜残業代割増率の引き上げ＞
令和５年４月１日から中小企業も「月６０時間
を超える残業」は５０％以上の割増率で残業代を
支払う必要があります。

※６０時間までの残業割増率は従来通り「２５％以上」で変わりあ
りません。また大企業への割増率の引上げは既に行われています。


